


 平成 14 年から総合的学習の時間が導入されたことにより、多くの社協は、「福祉教育

の時代がやってきた」と浮き足だったかも知れない。しかし、介護保険導入により福祉

施設は措置施設から利用施設に変わり、障がい者を取り巻く環境も、支援費や自立支援

法に振り回され、すでに「福祉」そのものが大きく変貌していたのである。また、池田

小事件をはじめ、次々と起こった学校や子どもを標的とした凶悪犯罪により、校門が固

く閉ざされたことは、福祉教育を進める上で、地域との関係をも否定する大きな矛盾で

あった。更に、奉仕活動義務化の流れもまた、福祉教育が迷走する要因となったに他な

らない。 

 

３ け への  

 福祉教育が迷走している中、平成 17年 11月に、全国社会福祉協議会から出された「社

会福祉協議会における福祉教育推進検討委員会報告書」において、「地域福祉を推進する

ための福祉教育」と位置づけ、これまでの狭義の福祉教育から、広義の福祉教育に軸足

を移したことを明確に宣言し、特に社協における福祉教育の推進方法の転換を示唆した

重要な報告書であるといえる。その背景には、ゆとり教育が見直され、学力至上志向の

教育指導要領改定が決定的となったことや、平成の大合併により自治のしくみそのもの

が新たなステージへとステップアップしていることがあげられる。 

 平成 16年 11月に 1市 3町 2村が合併し 10万都市となった伊賀市は、時を同じくして

「自治基本条例」なるものを制定した。この自治基本条例制定の動きは、以後ますます

加速し、条例制定ならずとも、地域自治組織を設立して、地域内自治を推進する動きは、

福祉先進都市と言われている長野県茅野市や愛知県高浜市、大阪府豊中市、宮崎県都城

市など全国各地に広がってい

る。 

 これまで、地区社協や福祉

委員制度といった地域福祉活

動は、社協の専売特許のよう

な所があった。しかし、地域

内自治の流れは、地域福祉は

もとより、環境、教育、産業、

文化、人権等、あらゆる分野

を包括した新しい自治のしく

みとなりつつあるため、地域

福祉を進めるために社協が推進してきた地区社協だけが地域福祉推進組織ではなくなっ

てきているのである。 

 

４ をつ ぐ プラットフォ ム 

 地域福祉を実践していくためには、地域の福祉力が不可欠であり、まさに、地域住民

の福祉教育力こそが地域の福祉力を向上させる要因となっている。ここに、地域福祉と

福祉教育の一つの関係性が見えてくる。すなわち、地域福祉の推進のためには福祉教育

が不可欠であること。言い換えれば地域における福祉教育の向上により地域福祉が高め

られるということ。すなわち、地域福祉＝福祉教育であり「地域福祉は福祉教育にはじ

まり、福祉教育におわる」のである。 

 報告書では、新しい公共の創造のための地域福祉推進として、地域福祉計画と福祉教

育について言及している。すなわち、地域福祉計画の策定、推進のプロセスは、「地域住

民が地域における生活課題や福祉課題に気づくための学びの場であり、学びを通してそ

─ 382 ─





 一方、地域福祉計画を推進するにあ

たって、圏域の設定を明確にしておく

ことが重要であり、それぞれの圏域に

おいて、役割を明確化し、相互の連携

を図っていくことが効率性を向上さ

せることにつながるのである。伊賀市

においては第一層を市全域とし、現在

福祉分野においては、行政運営の地域

包括支援センターが設置されており、

計画ではふくし総合相談支援センタ

ー(仮称)の設置を提唱している。第二

層は旧市町村である支所とし地域福

祉圏域とし、地域福祉計画の実施によ

り、社協の 6 つの支所に支所ふくし相談支援センターを設置した。第二層は、今後、介

護保険事業計画における日常生活圏域と一体化していくことが求められている。第三層

は住民自治協議会を単位とした福祉区であり、38地区中 37地区に住民自治協議会が設立

され、地域福祉を検討する運営委員会も多く設置されている。第四層は従来からある自

治会や区という組織であり、ふれあい・いきいきサロンの多くは自治会単位で開設され

ている場合が多い。第五層は、回覧板を回す単位である組とか班と呼ばれる最も小さな

組織であり、災害時の助け合い活動や見守りネットワーク活動などはこの単位で行われ

るのが一般的である。 

 伊賀市地域福祉計画の基本理念は、伊賀流地域福祉五道と呼ばれ、「共」：新しい自治、

「安」：安住の地域づくり、「参」：高参加・高福祉、「転」：福祉でまちづくり、「連」：協

働のしくみを掲げている。地域福祉計画は平成18年度～22年度を対象期間としているが、

これらの基本理念は、おそらく 20年後の地域福祉のあり方を見据えた長期展望理念であ

ると言えよう。なぜなら、「共」で提唱している新しい自治の確立には、少なくとも 10

年以上の期間が必要であり、以下の「安」「参」「転」「連」の理念も、風土として根付く

までにはさらに 10年余の期間を要すると予想される。かといって、これらの理念は、単

なる夢物語ではなく、すでに様々な先駆的な取り組みが始まっているのである。 

（伊賀市地域福祉計画  http://www.hanzou.or.jp/archives/cat11/cat21/） 

 

６ 30 後 えた ケアの く  

地域福祉計画の「安」の理念が提

唱する安住の地域づくりには、5つ

の基本施策が打ち出されている。一

つ目が、地域密着型総合相談支援シ

ステムの構築、二つ目が、安全に暮

らせる防犯・防災・交通システムの

確立、三つ目が、権利擁護の地域ケ

アシステムの構築、四つ目が、公的

福祉サービスの質の向上と拡充、五

つ目が、誰もが暮らしやすいユニバ

ーサルデザインのまちづくりであ

る。 

特に重要であるのが、地域密着型
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コミュニティビジネスを模索する動きは各地で展開されて来つつある。 

コミュニティビジネスとは、

地域の課題解決を理念とし、地

域住民が主体となって、地域に

ある人的・物的な資源を活用し

ながら行うビジネスを指し、一

般的な起業支援、経営支援と異

なり、地域課題の理解、地域で

のネットワークの構築などと

共に、事業者の視点で相談者と

共に問題点について考えてい

くことが重要とされている。ま

たコミュニティビジネスの展開によって、地域における創業機会の創出や、地域コミュ

ニティの再生、自己実現や生きがいの確保といった効果が期待されている。 

 

９ の くみづくり 

最後に、「共」新しい自治のしくみのもと、「安」安住の地域づくりを、「参」髙参加に

よって、「転」福祉でまちづくりの発想で展開するためには、「連」協働のしくみが必要

となってくる。官と民、民と民、行政と地域、社協と地域といった様々な関係性におい

て協働のしくみがないと協働そのものが進まなくなる。伊賀市においては、地域福祉計

画のテーマ別推進部会の一つとして、協働のしくみづくりに着手しているが、決して福

祉分野における協働をのしくみを作っているわけではなく、総合計画に明確に位置づけ

られている「協働の基本原則」をテーマ別推進部会において策定し、全市的な協働の基

本原則として後期総合計画に盛り込んでいくことを目指している。この協働の基本原則

もまた、30年先を見据えたしくみと言えよう。 
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